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 Ⅲ 社   会 
 

未来を支える 多様な社会基盤 

事   項   名 成     果     の     説     明 

 

１ ユニバーサルデザインのまちづくり 

 

 

予 算 額       64,177,000円 

 

決 算 額       51,575,000円 

 

（翌年度繰越額   12,602,000円） 
 

 

１ 事業実績 

(1) 鉄軌道関連施設整備事業                                   51,575,000円 

 鉄道利用者の利便性向上を図るため、エレベーターなどのバリアフリー化設備の整備に対して、市町に補助を実施

した。 

 （令和５年度補助対象駅：ＪＲ石部駅） 

 

２ 施策成果 

(1) 鉄軌道関連施設整備事業 

駅のエレベーター等の整備により、バリアフリー化が促進された。 

・令和５年度整備完了駅 

 石部駅（ＪＲ草津線） 

・バリアフリー化整備率  

 全駅 57.6％（72駅／125駅） 

うち乗降客数3,000人／日以上の駅 95.1％（39駅／41駅） 

 

３ 今後の課題 

(1) 鉄軌道関連施設整備事業 

乗降客数にかかわらず、妥当性やニーズを総合的に勘案し、支援を行う必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 鉄軌道関連施設整備事業 

① 令和６年度における対応 

駅周辺における公共施設、医療施設および福祉関係施設の状況や、高齢者・障害者等のニーズを総合的に勘案し、

市町等と連携しながら、地域の実情に応じた整備に向けて取り組む。また、国の支援の拡充に向けた要望を行う。 

② 次年度以降の対応 

引き続き市町等と連携し、乗降客数にかかわらず地域の実情に応じた整備に向けて取り組む。 

（交通戦略課） 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

２ 交通基盤の整備 

 

 

予 算 額      635,357,000円 

 

決 算 額      627,309,758円 

 

 

１ 事業実績 

(1) 信楽高原鉄道線保安設備整備事業                              65,682,758円 

 信楽高原鐵道線の安全性および利便性の向上を目的に、輸送力の増強等を図るために要する経費について、補助を 

実施した。 

(2) 近江鉄道線輸送安全確保事業                                320,191,000円 

 近江鉄道線の安全性および利便性向上を目的に、安全運行の確保と輸送力の増強等を図るために要する経費につい

て、補助を実施した。 

(3) 地方バス路線運行維持対策事業                               236,024,000円 

ア バス運行対策費補助                                   40,825,000円 

 乗合バス事業者が運行する広域的・幹線的路線について、運行に係る欠損に対し補助を行った。 

イ コミュニティバス運行対策費補助                             195,199,000円 

 市町が運行するコミュニティバスやデマンドタクシーについて、運行に係る欠損に対し補助を行った。 

(4) 生活交通セーフティネット事業                                5,412,000円 

 交通不便地において、市町が実施するデマンド型のバス・タクシーの運行に係る欠損に対し補助を行った。 

 

２ 施策成果 

(1) 信楽高原鉄道線保安設備整備事業 

 地域住民の生活に必要不可欠な公共交通機関である信楽高原鐵道線の輸送の安全性向上や利便性向上等を図った。 

(2) 近江鉄道線輸送安全確保事業  

 地域住民の生活に必要不可欠な公共交通機関である近江鉄道線の輸送の安全性向上や利便性向上等を図った。 

(3) 地方バス路線運行維持対策事業 

 地域住民の生活に必要不可欠な公共交通機関である路線バス等の維持・確保を図った。 

(4) 生活交通セーフティネット事業 

 交通不便地においてデマンドタクシー等の運行を維持することにより、地域住民の移動手段の確保を図った。 
 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

 近江鉄道線利用者数（人／年） 

 令５ 令６ 令７ 目標値 

目標 4,590,000 4,372,304 4,418,704 4,465,104 

実績 4,325,904 - - - 

  注 利用者数の公表に時間を要するため、各年度において前年度の数字で目標値を設定し評価している。 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

  

地域間幹線系統の路線数 令５ 目標値 達成率 

11路線 11路線／年 100％ 

地域間幹線系統の利用者数の対前年度比 令５ 目標値 達成率 

102.3％ 101％以上／年 100％ 

 

３ 今後の課題 

(1) 信楽高原鉄道線保安設備整備事業 

 新型コロナウイルスの影響や沿線人口の減少、物価高騰等により経営環境が厳しい状況にある中、地域公共交通を

維持確保していくため、運行の維持確保に向けた支援を継続していくことが必要である。 

(2) 近江鉄道線輸送安全確保事業  

 今後、資材費や人件費等の高騰により事業費の上昇が見込まれる中、地域公共交通を維持確保していくため、引き

続き、輸送の安全性向上や利便性向上等を図っていくことが必要である。 

(3) 地方バス路線運行維持対策事業 

 新型コロナウイルスの影響等により乗合バス事業の収支が悪化している中、地域住民の生活に必要なバス路線を維

持するため、運行経費等の支援を継続していくことが必要である。 

(4) 生活交通セーフティネット事業 

新型コロナウイルスの影響等によりデマンドタクシー事業の収支が悪化している中、交通不便地における地域住民

の生活に必要な移動手段を維持するため、運行経費等の支援を継続していくことが必要である。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 信楽高原鉄道線保安設備整備事業 

① 令和６年度における対応 

 年度計画に基づき、施設維持管理、線路設備等の整備事業に対し補助を実施する。 

② 次年度以降の対応 

 甲賀市地域公共交通計画に合わせて、令和５年度から10年度までの６年間について、施設維持管理、線路設備等

の整備事業について引き続き支援を行う。 

(2) 近江鉄道線輸送安全確保事業  

① 令和６年度における対応 

 近江鉄道沿線地域公共交通計画および鉄道事業再構築実施計画に基づき、一般社団法人近江鉄道線管理機構が行

う鉄道施設の更新や修繕等に対して支援する。 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 交通のネットワークの充実による地

域の活性化 

 

 

予 算 額       62,213,000円 

 

決 算 額       61,231,954円 

 

 

② 次年度以降の対応 

 近江鉄道線を将来にわたり持続可能な交通軸として維持するため、県、沿線自治体、鉄道事業者が連携協働しな

がら、安全運行の確保と利便性向上等に取り組む。 

(3) 地方バス路線運行維持対策事業 ・ (4) 生活交通セーフティネット事業 

① 令和６年度における対応 

 乗合バス事業者が運行する広域的・幹線的路線や、市町のコミュニティバス、デマンドタクシーの維持確保に向

けた支援を実施する。 

② 次年度以降の対応 

 コミュニティバスやデマンドタクシーの維持確保に向けた支援を継続するとともに、市町の公共交通会議等の機

会を捉えて、地域公共交通ネットワークの最適化に向けた助言・支援を実施していく。 

（交通戦略課） 

 

１ 事業実績 

(1) 地域特性に応じた交通ネットワーク構築事業                            11,697,000円 

 地域特性に応じた移動利便性の向上を図るため、地域の輸送資源を活用するなど、移動利便性向上策等の実証運行

を実施するとともに、竜王町および日野町でのデマンド交通を支援した。 

(2) 近江鉄道線再構築事業                                     2,702,000円 

 近江鉄道沿線地域公共交通計画に基づき、令和６年度からの公有民営方式による上下分離への移行に向け議論、検

討を行い、令和６年２月に鉄道事業再構築実施計画を国土交通省へ提出した。 

 (3) 「滋賀地域交通ビジョン」策定業務                              18,755,000円 

   県内の商業施設、病院、市町役場等において、県職員が施設来訪者と直接対話を重ねる「県民トーク」や、イオン

シネマ草津で参加者とリアルタイムで議論を行う「県民フォーラム」を実施し、「滋賀が目指す地域交通の姿」に対

する「理解と共感」を醸成しながら、「滋賀地域交通ビジョン」を策定した。 

 (4) 鉄道利用促進事業                                     20,506,408円 

   各線区の協議会等において、観光等による鉄道利用促進を図るため、鉄道利用による沿線観光周遊パンフレットの 

作成および配布、沿線事業者と連携した利用促進キャンペーンの実施、北陸新幹線敦賀延伸を契機とした県内誘客に 

向けたマーケット調査や情報発信、駅発のレンタサイクルを活用したモニターツアーの実施およびプロモーション動

画の作成等の事業を実施し、全県的な鉄道利用の促進を行った。 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

 

 

(5) 鉄道の維持・活性化のための利用促進事業                           7,571,546円 

   鉄道駅と工業団地をつなぐシャトルバスを実証運行し、従業員の方々の通勤手段を自家用車から公共交通へ転換す 

るよう促進することで、鉄道の利用促進を図るとともに、実証運行後には市のコミュニティバス等による本格運行を 

目指した。 

 

２ 施策成果 

(1) 地域特性に応じた交通ネットワーク構築事業   

地域の輸送資源を活用するなど、地域特性に応じた移動利便性の向上等の実証運行を行い、課題や方向性の整理を

行うとともに、竜王町および日野町でのデマンド交通（チョイソコ）運行を支援するなど、市町と連携し、持続可能

な地域交通ネットワーク具現化を図った。 

(2) 近江鉄道線再構築事業   

    令和６年４月１日付けで国土交通大臣による鉄道事業再構築実施計画の認定を受けた。 

 (3) 「滋賀地域交通ビジョン」策定業務 

地域にとって欠かすことのできない重要な社会インフラである「地域交通」について、県民等と「目指す姿」を共

有するための「滋賀地域交通ビジョン」を策定した。 

(4) 鉄道利用促進事業 

    令和４年度（2022 年度）のＪＲ西日本・ＪＲ東海一日平均旅客乗車人員（在来線）は、260,700 人の目標に対して 

275,127 人の実績であり、コロナ禍で減少した乗車人員を上向かせることができた。 

 (5) 鉄道の維持・活性化のための利用促進事業 

      実証運行によるシャトルバスの利用者は伸び悩んだが、甲賀市において、令和６年度より後継のコミュニティバス

の本格運行につなげることができた。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

ＪＲ西日本およびＪＲ東海一日平均旅客乗車人員（在来線）（人／日） 

 令５ 令６ 令７ 目標値 

目標 260,700 267,000 273,200 279,300 

実績 275,127 - - - 

   注 利用者数の公表に時間を要するため、各年度において前年度の数字で目標値を設定し評価している。 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

  

３ 今後の課題 

(1) 地域特性に応じた交通ネットワーク構築事業   

  引き続き、国の動きや滋賀県都市計画基本方針（令和３年度策定）、各市町の地域公共交通計画等を踏まえ、地域 

住民の日常生活における移動手段の確保・充実に向け、持続可能な交通ネットワークを構築する必要がある。 

(2) 近江鉄道線再構築事業   

 近江鉄道線の利用促進や駅を中心としたまちづくり等について、沿線自治体と鉄道事業者が連携協働して取り組む

ことが必要である。 

(3) 「滋賀地域交通ビジョン」策定業務 

   令和６年３月に策定した「滋賀地域交通ビジョン」で描く「目指す地域交通の姿」について、県民等と広く共有す

るとともに、その実現に向けて「民公共創」のもとで取り組んでいくことが必要である。 

(4) 鉄道利用促進事業 

  コロナ禍で減少した乗車人員は回復傾向にあるものの、琵琶湖線に比べて草津線や湖西線の回復が鈍いため、各線

区の協議会等において実効性の高い利用促進に取り組む必要がある。 

 (5) 鉄道の維持・活性化のための利用促進事業 

   すでに自家用車による通勤が主流となっている地域や企業においては、単に交通手段を用意するだけでは通勤手段

の転換に繋がりにくいため、企業向けモビリティマネジメント（公共交通を含めた多様な交通手段を適度に利用する

ような働きかけ）を行う必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 地域特性に応じた交通ネットワーク構築事業   

① 令和６年度における対応 

  住民の利便性向上やより効果的な交通ネットワークの再編のモデルとなる実証等を通じて、地域特性に応じた持

続的な交通ネットワークづくりを促していく。 

② 次年度以降の対応 

    新たな移動サービス等地域特性に応じた交通軸と交通網の具体的な再編モデルづくり等に取り組み、各市町が行

う地域公共交通計画の策定・見直し、滋賀地域交通計画策定の参考事例を構築する。 

(2) 近江鉄道線再構築事業   

① 令和６年度における対応 

 公有民営方式による事業運営が円滑に実施されるよう、県、沿線市町、鉄道事業者等が連携協働するとともに、

利用促進や利便性向上の取組を行う。 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 次年度以降の対応 

近江鉄道株式会社（第二種鉄道事業者）と一般社団法人近江鉄道線管理機構（第三種鉄道事業者）が責任と役割

を分担し輸送の安全確保と利便性向上に取り組む。また、行政と鉄道事業者が連携して利用者の増加や沿線地域の

活性化に向けて取り組む。 

(3) 「滋賀地域交通ビジョン」策定業務 

① 令和６年度における対応 

 「滋賀地域交通ビジョン」の実現に向け、具体的な施策や、施策実施に必要な財源のあり方について、県民等と

公論熟議を重ね、ビジョンのアクションプランとなる「滋賀地域交通計画」骨子を策定する。 

② 次年度以降の対応 

    ビジョンで描く「目指す地域交通の姿」の実現に向け、県民等と公論熟議を重ねるとともに、民公共創により

「誰もが、行きたいときに、行きたいところに移動ができる」持続可能な地域交通ネットワークの構築を進める。 

(4) 鉄道利用促進事業 

① 令和６年度における対応 

それぞれの線区の協議会等において、引き続き着実な利用促進に取り組む。 

  ② 次年度以降の対応 

利用者を安定的・継続的に増やすためには、観光利用等の定期外利用の促進に加えて、通勤等の定期利用の促進

に地道に取り組む必要がある。 

 (5) 鉄道の維持・活性化のための利用促進事業 

① 令和６年度における対応 

    とりわけ利用状況が厳しい草津線において、沿線事業所の従業員の通勤手段を自家用車から公共交通機関へ転換

することを目的として、企業向けモビリティマネジメントを実施し、鉄道利用の促進を図る。 

② 次年度以降の対応 

  草津線での取組を県内全域に展開し、鉄道利用の促進を図る。 

（交通戦略課） 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

４ 協働によるまちづくり 

 

 

予 算 額      260,425,800円 

 

決 算 額      237,990,300円 

 

    （翌年度繰越額   22,435,500円） 

 

１ 事業実績 

(1) 県民との協働による身近な土木施設の維持管理                        237,990,300円 

ア 近江の美知普請事業                                    34,161,500円 

 道路愛護活動、美知メセナ、マイロード登録者制度の推進 

 令元 令２ 令３ 令４ 令５ 

道路愛護活動実施団体数 269団体 265団体 264団体 263団体 251団体 

美知メセナ登録企業数 226社 226社 226社 226社 225社 

マイロード登録者制度登録者数 106人 85人 62人 62人 55人 

 

イ 河川愛護活動事業                                    155,471,100円 

 河川愛護活動（除草、川ざらえ、竹木の伐採・管理）を実施する団体に対し、市町への委託を通じて経費の支援 

を行った。 

 令元 令２ 令３ 令４ 令５ 

河川愛護活動実施団体数 1,244団体 1,218団体 1,255団体 1,219団体 1,220団体 

河川愛護活動参加者数 103,155人 87,106人 86,927人 85,005人 84,970人 

活動面積 1,042ha 1,025ha 1,024ha 1,024ha 1,018ha 

 

ウ 地域活動支援事業                                     48,357,700円 

 県民が河川愛護活動を自主的に継続して実施できるよう支援するため、階段、通路等の設置や支障物の除去（伐 

採した竹の処分等）を行った。 

 

２ 施策成果 

(1) 県民との協働による身近な土木施設の維持管理 

ア 近江の美知普請事業 

 県の管理する道路において、県と県民やＮＰＯ、企業などが協働して、道路の植栽管理や清掃、除草に取り組む

とともに、通勤や通学、買い物などで道路を利用する際に、通行の支障となる状態を発見した場合には連絡をして

いただくことで、適切な道路環境保全を図ることができた。 

イ 河川愛護活動事業 

 県民との協働による河川の維持管理により良好な状態を保つことができた。 

 また、河川愛護活動を通じて、地域の川を守り育てる意識の醸成と地域力の向上に資することができた。 
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ウ 地域活動支援事業 

 河川愛護活動を支援するための施設整備や支障物の除去等を行い、協働による河川の維持管理の活性化や地域の 

川を守り育てる意識の醸成に寄与した。 

 

３ 今後の課題 

(1) 県民との協働による身近な土木施設の維持管理 

ア 近江の美知普請事業 

 美知普請事業に関する登録者数は、近年、減少している状況であり、道路愛護に対する関心を高める必要がある。 

イ 河川愛護活動事業 

 高齢化等に加え、新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、令和２年度に参加者数が減少し、令和５年度も同 

様の傾向が続いている。今後、参加者数の拡大に向けて、河川愛護に対する幅広い世代の関心を高めるとともに、

より参加しやすい内容となるよう検討する必要がある。 

ウ 地域活動支援事業 

 高齢化等により、河川愛護活動への支援に関する要望が高まっており、協働による河川の維持管理を活性化する

ための措置を継続する必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 県民との協働による身近な土木施設の維持管理 

ア 近江の美知普請事業 

① 令和６年度における対応 

 参加する団体の増加を図るため、ホームページに実際の活動写真を掲載し、事業への理解を深めていただくこ

とで、新規参加に向けた普及活動を行うとともに、現在の参加団体に対して継続実施を要請していく。 

② 次年度以降の対応 

 今年度と同様に、市町を通じて新規参加に向けた普及活動を行うとともに、現在の参加団体に対して継続実施

いただくよう要請していく。 

イ 河川愛護活動事業 

① 令和６年度における対応 

  ７月の河川愛護月間には、顕著で模範的な活動を行っている２団体に感謝状を授与（知事表彰）した。 

また、河川愛護活動への参加者数の拡大のため、より参加しやすい事業内容となるよう検討を進める。 
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５ 国道・県道の整備 

 

 

予 算 額   39,559,177,084円 

 

決 算 額  28,088,948,497円 

 

（翌年度繰越額 11,470,101,383円） 

 

 

② 次年度以降の対応 

 知事表彰の実施を継続し、より一層河川愛護活動の普及・啓発に努めていく。 

 さらに、市町の協力を得ながら利用できる除草機械の種類の拡大などの制度の見直しについて検討を進めるほ

か、県民に加え新たに企業等にも参画してもらえる仕組みの検討を進めるなど、更なる制度の改善を目指す。 

ウ 地域活動支援事業 

① 令和６年度における対応 

 県民が河川愛護活動を自主的に継続して実施できるよう支援するため、階段、通路等の設置のほか支障物の除 

去（伐採した竹の処分等）などの対応を継続していく。 

② 次年度以降の対応 

 高齢化等により、河川愛護活動への支援に関する要望が高まっているため、市町の協力を得ながら対応し、河

川愛護活動に参加しやすい環境整備を進める。 

（道路保全課、流域政策局） 

 

１ 事業実績 

(1) 広域・県土幹線交通網の整備                               28,088,948,497円 

ア 新名神高速道路の建設促進                                   485,796円 

 新名神高速道路の整備促進に係る関係機関との調整、要望活動 

イ 主要幹線国道のバイパス建設促進                            6,434,697,330円 

 国直轄国道（国道１号  外３路線（権限代行を含む。）)の事業推進 

ウ 高規格道路「名神名阪連絡道路」の調査推進                        30,917,700円 

 道路網検討や道路概略検討にかかる調査 

エ スマートインターチェンジの推進                             703,853,860円 

 新名神大津スマートＩＣ（仮称）に係る事業調整およびアクセス道路である県道宇治田原大石東線等の事業推進 

オ 主要な県管理国道および県道の整備促進                        20,918,993,811円 

(ア)補助道路整備事業（改築事業）                           19,472,534,511円 

大津能登川長浜線 馬場・上砥山工区 外91箇所 

(イ)単独道路改築事業（交通安全、道路調査を除く。）                   1,446,459,300円 

  国道422号 大石東バイパス工区 外106箇所 
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２ 施策成果 

(1) 広域・県土幹線交通網の整備 

ア 新名神高速道路の建設促進 

 関係機関協議に係る調整や要望活動を行うことで、新名神高速道路の建設が促進された。 

イ 主要幹線国道のバイパス建設促進 

 国道１号栗東水口道路Ⅰや国道161号湖西道路で橋梁上部工事が進むなど、大きく事業が促進された。 

ウ 高規格道路「名神名阪連絡道路」の調査推進 

 道路網検討や概略ルート帯検討のための調査を実施した。 

エ スマートインターチェンジの推進 

 新名神大津スマートＩＣ（仮称）は、ＮＥＸＣＯ西日本に施工委託し工事の推進を図った。また、アクセス道路 

である県道宇治田原大石東線において、工事の推進を図った。 

オ 主要な県管理国道および県道の整備促進 

 現道拡幅、バイパス建設、橋梁架替え等を実施することにより、安全で円滑な交通を確保する道路網整備の推進 

が図られた。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

「滋賀県道路整備アクションプログラム2023」に基づく、県管理道路の整備延長（km／年） 

 令５ 令６ 令７ 令８ 

目標 3.0 10.0 4.0 4.0 

実績 4.8 - - - 

 

３ 今後の課題 

(1) 広域・県土幹線交通網の整備 

ア 新名神高速道路の建設促進 

 早期開通に向け、沿線自治体が連携し新名神高速道路の建設促進を働きかける必要がある。 

イ 主要幹線国道のバイパス建設促進 

令和７年秋の供用予定が示された事業について、確実な供用を国に働きかける必要がある。 

ウ 高規格道路「名神名阪連絡道路」の調査推進 

 概略ルート・構造の検討を更に進めていく必要がある。 
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エ スマートインターチェンジの推進 

 新名神大津スマートＩＣ（仮称）については、本線と同時に供用開始できるよう、着実に工事を進める必要があ

る。 

オ 主要な県管理国道および県道の整備促進 

 渋滞箇所の解消や地域経済の活性化に向け、スピード感を持った道路整備を推進する必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 広域・県土幹線交通網の整備 

① 令和６年度における対応 

ア 新名神高速道路の建設促進 

 沿線自治体で構成する建設促進協議会で促進大会を開催するなど、着実な建設促進を働きかけていく。 

イ 主要幹線国道のバイパス建設促進 

 着実な建設促進を国に働きかけていくとともに、関係機関との調整に努める。 

ウ 高規格道路「名神名阪連絡道路」の調査推進 

 国および三重県と連携し、道路構造や事業コストなどを整理しつつ、概略ルート・構造の検討を進める。 

エ スマートインターチェンジの推進 

 新名神大津スマートＩＣ（仮称）について、関係機関との調整を図りながら、確実に工事を進める。 

オ 主要な県管理国道および県道の整備促進 

 必要な財源の確保に努めるとともに、地元、地権者、関係機関等との調整を図り、事業進捗に努める。 

② 次年度以降の対応 

ア 新名神高速道路の建設促進 

 早期開通に向け、引き続き、地元および関係機関との調整に努める。 

イ 主要幹線国道のバイパス建設促進 

 引き続き、着実な建設促進を国に働きかけていく。 

ウ 高規格道路「名神名阪連絡道路」の調査推進 

 住民等への意見聴取も行いながら、概略ルート・構造の検討を進めていく。 

エ スマートインターチェンジの推進 

 新名神大津スマートＩＣ（仮称）について、本線と同時に供用開始できるよう、引き続き、関係機関と調整を

図る。 
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６ 安全快適に利用できる道路整備 

 

 

予 算 額    7,589,498,289円 

 

決 算 額    4,881,237,141円 

 

（翌年度繰越額  2,641,306,200円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 主要な県管理国道および県道の整備促進 

 引き続き、必要な財源の確保に努めるとともに、地元、地権者、関係機関等との調整を図り、事業進捗に努め

る。 

（道路整備課） 

 

１ 事業実績 

(1) 交通安全施設の整備                                   4,881,237,141円 

ア 補助道路整備事業費（歩道・自転車歩行車道・自転車通行帯等）              2,365,015,489円 

国道422号 南郷五丁目工区 外37箇所 

イ 単独道路改築事業（歩道整備等）                             444,655,600円 

ウ 単独交通安全施設整備事業                                136,600,000円 

エ 雪道対策の推進                                    1,934,966,052円 

 

２ 施策成果 

(1) 交通安全施設の整備 

ア～ウ 歩道、自転車歩行者道等を整備することにより、道路交通の安全確保が図られた。 

エ 融雪施設の整備を図るとともに、除雪作業を推進することにより、冬期の道路交通が確保できた。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

通学路などの歩道整備完了延長（km／年） 

 令５ 令６ 令７ 令８ 

目標 3.5 7.5 4.5 5.0 

実績 4.8 - - - 

 

ビワイチルート【上級コース】の自転車通行帯整備完了

延長（km／年） 

令５ 目標値 達成率 

4.3 4.0／年 100％ 

  

３  今後の課題 

(1) 交通安全施設の整備 

 通学児童等の安全確保を図るため、安全で安心できる歩道などの通行空間の整備が急務である。 

   また、冬期の道路の除雪状況や通行止め等の情報共有を各道路管理者間で行うことが重要である。 
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７ 安全な交通環境の整備 

 

 

予 算 額      251,132,000円 

 

決 算 額      250,575,360円 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 交通安全施設の整備 

① 令和６年度における対応 

 通学路整備における用地確保困難箇所については、教育委員会や公安委員会などと連携して実施した通学路点検

の結果を踏まえ、短期的な安全対策などに取組んでいく。 

 降雪積雪時の対応は、国、市町、高速道路会社の道路管理者間で情報共有の強化を図るとともに、国・高速道路 

会社・警察と県とで構成する滋賀県情報連絡本部関係者会議において課題の共有と取組の検討を行うなど、効率的 

な除雪を行っていく。 

② 次年度以降の対応 

 引き続き、通学路点検の結果を踏まえた短期的な安全対策を推進するとともに、歩道整備など完了までに時間を

要する対策についても計画的に進め、通学児童等の安全確保に努めていく。 

 降雪積雪時の対応においては、滋賀県情報連絡本部関係者会議を持続的に活用していく。 

（道路保全課） 

 

１ 事業実績 

(1) 交通死亡事故および高齢者事故多発警報発令に係るテレビ・ラジオスポット放送委託         277,200円 

 交通死亡事故多発警報発令１回 

(2) 地域交通安全推進啓発事業費補助                              11,500,000円 

(3) 運輸事業振興助成補助                                   221,340,000円 

(4) 自転車安全利用指導業務委託                                15,400,000円 

 知事が委嘱した自転車安全利用指導員による交通安全教室、街頭啓発活動等 

 交通安全教室63回4,350人 ・ 街頭啓発269回 ・ 自転車販売店への指導79回240店 

(5) 高齢者の交通安全指導員養成講座委託                              358,160円 

 養成講座２回20人 

(6) 滋賀県交通安全女性団体連合会活動費補助                            1,700,000円 

 各支部において高齢者世帯訪問事業、チャイルドシート普及事業、母と子の自転車・ファミリーカー教室、三世代

交流事業の実施 
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８ 災害に強い地域基盤の整備 

 

 

予 算 額    6,133,763,500円 

 

決 算 額    3,637,833,430円 

 

    （翌年度繰越額 2,495,800,000円） 

 

 

２ 施策成果 

  第11次滋賀県交通安全計画の中期目標「令和７年までに年間交通事故死者数35人以下、重傷者数 290人以下」を達成

するため、交通安全県民総ぐるみ運動等を関係機関・団体と連携して展開した。死者数43人（対前年比５人増）、発生

件数2,767件（対前年比95件減）、重傷者数404人（対前年比82人増）で、発生件数は減少したものの、死者数、重傷者

数が増加した。 

 

３ 今後の課題 

 全死者に占める高齢者の割合は39.5％（17人）であり、全国平均54.7％に比べて低い割合となっているものの、今後

も更なる高齢社会を見据え、高齢者が犠牲となる交通事故を抑止する対策を講じる必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

① 令和６年度における対応 

 更なる高齢社会を見据え、高齢ドライバーや歩行者、自転車利用の高齢者に対して、繰り返し交通安全学習を行う

ことなどにより、高齢者が犠牲となる交通事故を抑止する対策を講じる。 

 また、自転車の安全利用については、チラシやホームページによる情報発信や毎月１日に街頭啓発を実施するなど、

各市町、県警と連携して啓発を行い、交通事故防止を更に進めていくほか、県内で自転車を利用する全ての人が自転 

車損害賠償保険に加入するよう、より一層の周知を図る。 

② 次年度以降の対応 

 引き続き、交通事故防止・自転車損害賠償保険の加入促進を目的とした啓発活動等を行う。 

（道路保全課） 

 

１ 事業実績 

(1) 橋梁耐震・災害防除事業の推進                               3,496,235,500円 

ア 災害防除事業 

(ア)補助道路修繕（橋梁耐震・災害防除事業）                       2,447,973,500円 

葛籠尾崎大浦線 菅浦工区 外14箇所 

(イ)単独道路補修                                    1,048,262,000円 

国道477号 外 

(2) 港湾施設における地震対策の推進                              126,000,000円 

補助港湾改修事業 

長浜港補助港湾改修工事 
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(3) 木造住宅耐震化促進事業                                  15,597,930円 

木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金 

耐震診断件数        166件 

補強案作成件数       170件 

木造住宅耐震改修事業費補助金 

木造住宅耐震改修      20件 

ブロック塀等耐震対策工事   89件 

 

２ 施策成果 

(1) 橋梁耐震・災害防除事業の推進 

 落石や崩壊の危険性のある法面等の対策工事を実施し、道路の安全性・信頼性が向上した。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

橋梁長寿命化修繕計画に基づく要対策判定の件数（橋） 

 令５ 令６ 令７ 目標値 

目標 60 54 48 42 

実績 73 - - - 

 

(2) 港湾施設における地震対策の推進 

 長浜港の岸壁耐震化工事を実施し、大規模地震発生時に緊急物資等の輸送を行う広域湖上輸送拠点としての安全性

・信頼性が向上した。 

(3) 木造住宅耐震化促進事業 

 耐震診断に166件（累計10,713件）、耐震補強案作成に170件（累計1,795件）、耐震改修工事に20件（累計353件） 

の補助を行い、地震に強い安全で安心な地域社会づくりに貢献できた。 

 

３ 今後の課題 

(1) 橋梁耐震・災害防除事業の推進 

 道路の耐震について、第１次、第２次緊急輸送道路にある橋長15ｍ以上の橋梁の対策は平成28年度で完了したが、

熊本地震での被害報告を踏まえ、第３次緊急輸送道路にある橋梁についても対策を進める必要がある。 

 また、災害防除事業については、生活道路や迂回路のない路線および異常気象時の通行規制区間等において、防災

総点検の評価で緊急性の高い箇所や予想外の崩落が発生した箇所等を優先して対策を進める必要がある。 
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(2) 港湾施設における地震対策の推進 

   現在の施工ペースでは長浜港の岸壁耐震化には完了まであと８年程度を要する見込みであることから、近い将来の 

  発生が危惧されている南海トラフ巨大地震に備えるためにも、事業の進捗を加速させる必要がある。 

(3) 木造住宅耐震化促進事業 

 国内において大規模地震が発生した直後には、建物の耐震化に対する関心が高まり耐震診断件数は増加するが、時 

間の経過とともに関心が低下し、減少する傾向にある。 

 今後は、建物の耐震化に対する関心が低下することのないよう、過去の大地震による被害状況の記憶を呼び起こす 

ような啓発活動を市町等と連携して行う必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 橋梁耐震・災害防除事業の推進 

① 令和６年度における対応 

 橋梁の耐震対策は、修繕と同時に実施できるよう長寿命化修繕計画の見直しを検討する。 

 災害防除事業についても、対応順序の見直しを行う。 

② 次年度以降の対応 

 見直した計画に基づき、順次工事着手する。 

(2) 港湾施設における地震対策の推進 

① 令和６年度における対応 

 令和元年度から、長浜港の耐震強化岸壁の整備を集中的に行っている。 

② 次年度以降の対応 

 長浜港において耐震強化岸壁の整備を一層推進し、今後も地震対策を着実に進めていく。 

(3) 木造住宅耐震化促進事業 

① 令和６年度における対応 

 木造住宅の耐震化に対する県民の関心を高めるために、広報や出前講座、耐震に関するセミナーの開催や新たな

情報媒体の活用検討を行うなど啓発活動を進めていく。 

 併せて、耐震診断や耐震補強案作成を確実に耐震改修工事につなげるため、事業者向けに従来よりも安価な工法 

の講習会を開催するなどしてその普及に努める。 
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９ 都市施設の整備 

 

 

予 算 額    7,286,953,200円 

 

決 算 額    5,054,596,137円 

 

（翌年度繰越額 2,232,326,100円） 

 

 

② 次年度以降の対応 

令和６年の能登半島地震をはじめ、全国各地で地震が多発していることもあり、県民の関心が低下することのな

いよう一層の普及啓発に努める。 

    また、市町等と連携し、より効果的な普及啓発の方法について検討を進める。 

（道路保全課、建築課、流域政策局） 

 

１ 事業実績 

(1) 都市基盤の整備                                     3,232,537,200円 

ア 都市計画道路の整備                                          3,232,537,200円 

(ｱ) 補助都市計画街路事業（本堅田衣川線 外４路線）                              3,153,186,900円 

(ｲ) 単独都市計画街路事業（本堅田衣川線 外５路線）                                 79,350,300円 

(2) 公園・緑地の整備・(3) 魅力ある公園づくり                        1,822,058,937円 

（湖岸緑地、びわこ文化公園、奥びわスポーツの森、春日山公園、びわこ地球市民の森および金亀公園（彦根総合ス

ポ－ツ公園））  

ア 補助都市公園事業                                   1,636,516,200円 

イ 単独都市公園事業                                     185,542,737円 

ウ 湖岸緑地の魅力向上に向けたイベントの開催                            34回 

 

２ 施策成果 

(1) 都市基盤の整備 

 人口が増加している都市部において、基盤施設である都市計画道路の整備を行い、交通渋滞の緩和、駅やＩＣへの

アクセス向上、歩行者や自転車交通の安全確保を図った。個別路線では、本堅田衣川線の一部区間（Ｌ＝40ｍ）にお

いて供用を開始した。 

 

(2) 公園・緑地の整備 

（湖岸緑地、びわこ文化公園、奥びわスポーツの森、春日山公園、びわこ地球市民の森および金亀公園（彦根総合ス

ポ－ツ公園）） 

 各公園において、枯損木処理、四阿や八つ橋の改修等を行い、利用者が安全安心に利用できる公園づくりを行った。 

特に、「金亀公園（彦根総合スポ－ツ公園）」においては、令和７年に開催予定の国民スポーツ大会・全国障害者

スポーツ大会の主会場のうち植栽工事、舗装工事、電気工事を実施し、令和６年度完了に向けて計画的に事業を進め

た。 
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また、「びわこ文化公園」および「びわこ地球市民の森」において、民間活力の導入による賑わいを創出するため、 

Park-PFI制度による特定公園施設（ウッドデッキ、ベンチなど）および公募対象公園施設（飲食店）を整備し、供用 

した。 

(3) 魅力ある公園づくり 

   湖岸緑地の現状を改善し、県民が湖岸緑地の魅力をより快適に享受し、こころとからだの健康の両立と、子どもの

健全な育成に資するよう、マナーアップの啓発を含む快適性の向上の取り組みを行った。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

湖岸緑地の魅力向上に向けたイベントを開催する回数（回／年） 

 令５ 令６ 令７ 目標値 

目標 32 35 38 41 

実績 34 - - - 

 

また、県の公園を所管する各部局が、法や枠組みに関わらず、連携して公園の価値と魅力を相乗的に向上させるた

め、県庁内に「THE シガパーク推進会議」を設置した。2030年に目指す姿として、すべての人の憩い・交流・体験の

場となり、子どもたちが美しい自然の中で学ぶことができる場となる「水と緑と人でつながるTHE シガパーク」の実

現を掲げ、ポータルサイトの立ち上げや県広報誌への掲載など部局横断的に取組を始めた。 

 

３ 今後の課題 

(1) 都市基盤の整備 

 都市部の交通渋滞の緩和、駅やＩＣへのアクセス向上、歩行者や自転車交通の安全確保の早期実現に向けて、都市

計画道路の整備を着実に推進するためには、継続的な予算確保と事業の平準化を図る必要がある。 

(2) 公園・緑地の整備 

（湖岸緑地、びわこ文化公園、奥びわスポーツの森、春日山公園、びわこ地球市民の森および金亀公園（彦根総合ス

ポ－ツ公園）） 

   令和７年に開催予定の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会に向け、主会場整備等を円滑に実施する必要が

ある。また、公園施設の老朽化が進み、長寿命化計画により改修が必要とされた施設への対応が早急に必要である。 

   加えて、近年屋外のオープンスペースとして都市公園の役割が改めて注目されており、健康増進、レクリエーショ

ンの拠点のほか、カフェやイベント等の賑わいあふれる空間や憩いの場として、期待が高まっている。 
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 (3) 魅力ある公園づくり 

   県民が湖岸緑地の魅力をより快適に享受できるよう、湖岸緑地の魅力向上に向けたイベントを確実に実施する必要

がある。 

   また、「THE シガパーク」については、2030年に目指す姿の実現に向けた取組を進めるとともに、県内外、海外に

向けてその魅力を発信する必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 都市基盤の整備 

① 令和６年度における対応 

 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の主会場へのアクセス道路となる原松原線バイパス整備事業につい

ては、年内に供用開始ができるよう、他の路線の進捗状況を勘案しながら優先的に整備を行う。 

② 次年度以降の対応 

 国の予算枠が厳しい中、都市計画道路の整備においては引き続き多大な事業費が必要であることから、「防災・

減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」のほか、国の動きとも歩調を合わせて必要な財源の確保に努めると

ともに事業の平準化を図る。 

(2) 公園・緑地の整備 

（湖岸緑地、びわこ文化公園、奥びわスポーツの森、春日山公園、びわこ地球市民の森および金亀公園（彦根総合ス

ポ－ツ公園）） 

① 令和６年度における対応 

 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の会場整備について、年度内に確実に完了させるよう、県の通常公

園事業とも調整を行いつつ対応する。 

 老朽化した施設の改修については、限られた予算での対応となるため、長寿命化計画の中でも、緊急性等をもと

に優先順位をつけ整備を進める。 

 公募設置管理制度により事業者が決定した２公園において、工事完成に向けた調整を進める。また、多様化する

利用形態に対応した公園づくりのため、関係機関に意見聴取や協議を行い、Park-PFI等民間活力導入の検討を進め

る。 

② 次年度以降の対応 

   長寿命化支援事業においては、効率的・効果的な事業進捗を図り、緊急性に応じ、優先順位を付け、着実な事業

の実施に努める。 
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10 美しい景観のまちづくり 

 

 

予 算 額      1,670,000円 

 

決 算 額      1,456,948円 

 

 

 

 

   民間活力導入の検討においては、公園協議会やワークショップ等を通して意見聴取や協議、検討を行い、多様化

する利用形態や利用者ニーズの変化に対応した公園づくりに努めるとともに、都市公園における質の向上や賑わい

の創出、活性化を図るため、Park-PFI等民間活力導入を活用した公園づくりに努める。 

 (3) 魅力ある公園づくり 

① 令和６年度における対応 

    今年度の目標を達成できるよう指定管理者と連携を密にする。 

   また、THE シガパークについては、関係部局とともに2030年に目指す姿の実現に向け、キックオフイベント

「THE シガパークフェスタ」の開催や、ロゴマーク、パンフレット、プロモーション動画の作成等を実施する。 

② 次年度以降の対応 

   目標達成に向けた計画を指定管理者とともに立案に努める。また、湖岸緑地の魅力向上に向けたイベントが定着

するよう、イベント内容の充実に努める。 

    THE シガパークについては、2030年に目指す姿の実現に向け、部局を横断した公園連携・庁内連携の取組、拠点 

的な公園の機能強化と利便性の向上の取組および民間事業者・住民等と協働した取組(「THEシガパークPPP」)の３ 

つの取組を推進する。 

（都市計画課） 

 

１ 事業実績 

(1) 県土修景保全対策の推進                                    697,148円 

ア 滋賀県景観審議会を開催した。（審議会１回） 

イ 滋賀県景観行政団体協議会において、内陸部に及ぶ広域的景観形成に向けての対策案と歴史的街道景観の形成に

ついて、協議・情報交換を実施した。 

ウ 歴史的街道景観まちづくりに向けた地域住民の意識醸成を図るため、令和６年２月３日に甲良町保健福祉センタ 

ーにて甲良町タウンミーティングを開催した。 

(2) 屋外広告物の規制および指導                                      759,800円 

ア 滋賀県屋外広告物連絡会議において、違反指導･処分における市町との連携、県内検討課題等について協議した。 

イ 屋外広告物の適正化推進に取り組む一般社団法人近畿屋外広告美術組合連合会が主催する第63回公共サイン美術

展（令和５年度・兵庫県開催）を後援するとともに、同美術展において表現力や技術力に優れた作品を滋賀県知事

賞として表彰し、屋外広告物の社会的な使命や役割について広く啓発した。 

ウ 令和５年11月16日に湖南市内にて第10回びわこタウンミーティングを開催し、屋外広告物の適正化に向けた普及

啓発活動を、滋賀県広告美術協同組合等とともに、官民協働で実施した。 
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エ 屋外広告物適正化旬間（９月１日～９月10日）に合わせて屋外広告物クリーンキャンペーンを実施し、市町と連

携してパトロールや安全点検、是正指導、簡易除却、広報・啓発活動等を実施した。 

 

２ 施策成果 

(1) 県土修景保全対策の推進 

ア 本県の広域的な景観形成に向け、「滋賀の眺望景観ビューポイント」について、滋賀県景観行政団体協議会で周

知用のパンフレットの作成やシンボルマークの作成を決定した。 

イ 全13市が景観行政団体となった中で、琵琶湖を中心とした一体的な景観形成を図るため、滋賀県景観行政団体協

議会で協議・検討を進めるとともに、滋賀県景観審議会の意見を聴きながら内陸部に及ぶ広域的景観形成に向けて

検討を進めることができた。 

ウ 歴史街道タウンミーティングの開催地において、多くの参加者が地域資源を再発見され、地域住民の街道景観ま

ちづくりに対する意識醸成の一助となった。 

(2) 屋外広告物の規制および指導 

ア 令和５年４月に施行した改正滋賀県屋外広告物条例のスムーズな実施や、屋外広告物行政の円滑な運営のため滋 

 賀県屋外広告物連絡会議を４回開催した。 

イ 市町と連携した指導を行うための違反情報の共有や違反広告物の継続的な把握、指導のための台帳の整備・運用 

など、課題を共有することができた。 

ウ びわこタウンミーティング、屋外広告物クリーンキャンペーンの実施や公共サイン美術展の後援等、官民・市町

と連携して意識啓発、是正指導、安全点検等指導を行ったことで、屋外広告物の適正化を推進することができた。 

 

３ 今後の課題 

(1) 県土修景保全対策の推進 

 将来的には次代へ受け継ぎたい広域的な景観の保全を目的とした規制を定めることを念頭に、選定された「滋賀の 

眺望景観ビューポイント」からの眺望を県内外の多くの方に楽しんでいただけるよう広くＰＲする必要がある。 

 また、内陸部に及ぶ広域的景観形成に向けては共通の課題認識のもと、各景観行政団体の意向を確認しながら進め 

られるよう、県が各景観行政団体間の連携・調整を図り、対策の実現性を高めていく必要がある。 

(2) 屋外広告物の規制および指導 

 広告物の老朽化や台風等の自然災害の激甚化も相まって全国的に落下・倒壊等の事故が発生していることから、安

全対策にかかる事例収集を行うとともに、令和４年度の規則改正により義務化された有資格者による定期的な点検や

県内事業者による日常的な管理について、引き続き市町と連携し周知徹底を図る必要がある。 
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また、依然として違反が頻発していることから、市町による違反指導に対して支援、働きかけを行う必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 県土修景保全対策の推進 

① 令和６年度における対応 

    「滋賀の眺望景観ビューポイント」のＰＲについて、庁内関係課と連携の可能性を検討するとともに、滋賀県景

観行政団体協議会で魅力的な内容、効果的な発信方法を協議・検討する。 

    また、選定された「滋賀の眺望景観ビューポイント」をもとに、滋賀県景観行政団体協議会において、内陸部に

及ぶ広域的景観形成に向けた将来的な規制のあり方について検討を進める。 

  ② 次年度以降の対応 

  各景観行政団体や６町、関係団体等と連携・調整を図りながら、「滋賀の眺望景観ビューポイント」を多面的に

発信し、次代へ受け継ぎたい景観の意識を醸成し、広域的景観形成に向けた仕組みの具体化を目指す。 

(2) 屋外広告物の規制および指導 

① 令和６年度における対応 

  令和５年度から施行された改正滋賀県屋外広告物条例、同施行規則が適切に運用されるべく市町や事業者への丁

寧な説明を継続するとともに、屋外広告物の施工者に対して屋外広告物業に係る登録制度の周知を行う等登録制度

の適正化を図る。 

② 次年度以降の対応 

  条例改正内容の継続的な周知や事務マニュアル等の改定などにより、改正条例が適切に運用されるよう努める。 

（都市計画課） 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

11 都市計画基礎調査 

 

 

      予 算 額        48,421,000円 

 

      決 算 額        39,961,600円 

 

（翌年度繰越額    8,459,300円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業実績 

人口減少・少子高齢化社会の到来により、従来の人口増加を前提とした拡散型のまちづくりから、地域の特性に応じ

たまちづくりへの転換が求められている。 

これらの課題に対応するためには、市町のまちづくりの方針を踏まえつつも県全体で同じ方向性をもって、都市計画

行政を推進することが重要であることから、県全体の都市計画のあり方を示した「都市計画基本方針」を令和４年３月

に作成した。 

令和５年度は、「都市計画基本方針」のまちづくりの方針、実現に向けた都市計画基礎調査を実施した。 

 

甲賀圏域都市計画基礎調査（現況編）                            23,629,100円 

近江八幡八日市圏域都市計画基礎調査（解析編）                       12,732,500円 

甲賀圏域都市計画基礎調査（解析編）                             3,600,000円 

 

２ 施策成果 

彦根長浜圏域の「整備、開発及び保全の方針」および「区域区分」の変更素案に基づき、国との協議を進めた。 

 

３ 今後の課題 

拡散型のまちづくりから地域の特性に応じたまちづくりへの転換が求められている中で、市町の自由度に配慮しつつ

県全体で同じ方向性をもって都市計画行政を推進することが課題である。 

 

４ 今後の課題への対応 

① 令和６年度における対応 

近江八幡八日市都市計画区域の令和７年度の区域区分見直しに向けて、国等関係機関との協議を行い、原案を作成

する。 

甲賀圏域の甲賀市と「都市計画基本方針」に沿った協議を行うとともに、「整備、開発及び保全の方針」等の変更

素案を作成する。 

② 次年度以降の対応 

   「都市計画基本方針」の取り組みや「整備、開発及び保全の方針」等の策定により、県と市町が同じ考えのもと一

体となって連携を図り、住み、働き、憩うための様々なサービス機能が集積した多様な拠点を形成し、それらを公共

交通サービスで結ぶ「拠点連携型都市構造」の実現を目指す。また、災害ハザードエリアにおける立地規制や移転促

進により、災害に強く・安全な拠点への人口集積・機能強化を図る都市計画行政を推進していく。 

（都市計画課） 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

12 快適な居住環境の整備 

 

 

予 算 額     770,552,000円 

 

決 算 額      741,357,643円 

 

（翌年度繰越額    28,891,000円） 

 

 

 

 

１ 事業実績 

(1) 県営住宅の建設                                      738,363,100円 

今堀団地（東近江市） 建替工事（３棟12戸解体、２棟11戸建設、令和６年度まで） 

新庄寺団地（長浜市） 建替事業（２棟64戸、令和６年度まで）ＰＦＩ事業 

西寺団地（湖南市）  建替等基本計画策定 

(2) 空き家対策事業                                       2,994,543円 

   既存住宅の需要拡大を図るため、住宅の劣化状況や欠陥の有無を診断する既存住宅状況調査（インスペクション） 

を行う住宅の売主または買主への補助を実施した。 

   利活用が見込めない特定空家等について、所有者による自主解体支援を行う市町に対して補助を実施した。 

滋賀県空き家対策総合支援事業費補助金 

既存住宅状況調査に対する支援     ４件 

特定空家等に対する自主解体支援  ５市15件 

 

管理不全の空き家等に対する自主解体を促進するため、空き家の解体に係るきめ細かで具体的な情報提供や相談対

応のノウハウを持った民間企業との連携協定に基づき、県ホームページにおいて解体の概算参考価格を提示するシミ

ュレータを紹介したほか、空き家の所有者等に向けて解体工事の進め方を情報提供する等により普及啓発を行った。 

 

２ 施策成果 

(1) 県営住宅の建設 

   耐用年数が経過し老朽化した県営住宅の建替や改修、用途廃止を行うことにより、快適でゆとりと潤いのある住環

境の整備および良質な県営住宅ストックの形成が図られた。 

(2) 空き家対策事業 

   県内市町において既存住宅の利活用や管理不全の空き家の除却を促進する気運・関心が高まった。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

市町空き家バンクにおける空き家売買等の成約件数（件） 

 令５ 令６ 令７ 目標値 

目標 130 140 150 160 

実績 146 - - - 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の課題 

(1) 県営住宅の建設 

   滋賀県営住宅長寿命化計画に基づき建替や改修、用途廃止を進めているが、耐用年数を経過した県営住宅への対応

が引き続き必要である。 

(2) 空き家対策事業 

   今後県内の世帯数が減少に転じようとしており、更に空き家の増加が見込まれることから、発生した空き家が速や

かに利活用されるための仕組みを整えていくとともに、利活用が見込めない特定空家等については、周辺住民の安全

安心が脅かされないよう、除却を促進していく必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 県営住宅の建設 

① 令和６年度における対応 

今堀団地（東近江市） 建替工事（３棟12戸解体、２棟11戸建設、令和６年度まで） 

新庄寺団地（長浜市） 建替事業（２棟64戸、令和６年度まで）ＰＦＩ事業 

② 次年度以降の対応 

  耐用年数が経過し老朽化した県営住宅の建替、用途廃止を着実に進め、滋賀県営住宅長寿命化計画に基づき、既 

存ストックの活用を進めるとともに、引き続き管理戸数の適正化を図っていく。 

(2) 空き家対策事業 

① 令和６年度における対応 

増加する空き家の対策を総合的に進めるため、滋賀県空き家対策総合支援事業費補助金において、既存住宅の流

通を更に促進する観点から、空き家バンクへの物件登録の促進や登録物件のマッチング促進に資する取組を行う市

町に対し支援するとともに、老朽化した危険な空き家の円滑な除却を促進する観点から、引き続き空き家の自主解

体に対する支援を行う。 

② 次年度以降の対応 

  世帯数の減少による空き家発生の動向や不動産の流通状況などの地域の特性を考慮しながら、住宅のライフサイ 

クルの各段階に応じた取組を引き続き行っていく。 

（住宅課） 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

13 総合的な治水対策の推進 

 

 

予 算 額   22,652,953,700円 

 

決 算 額   15,038,698,842円 

 

    （翌年度繰越額  7,613,072,500円） 

 

１ 事業実績 

(1) 河川改修の推進                                     10,989,337,000円 

ア 補助広域河川改修事業                                 4,764,819,000円 

     日野川 外14河川 

イ 補助河川総合流域防災事業                               1,040,079,000円 

     余呉川 外５河川 

ウ 補助河川障害防止対策事業                                 85,184,000円 

     石田川 

エ 単独河川改良事業（堤防の質的向上およびダム関連河川対策を含む。）           5,099,255,000円 

     大戸川 外59河川 

(2) 維持管理の推進                                     3,957,599,200円 

ア みずべ・みらい再生事業（浚渫、草木伐開、維持補修） 

    土砂堆積や竹木の繁茂が著しい箇所の浚渫、樹木伐採および護岸補修の実施 

(3) 水防活動の推進                                      55,806,425円 

ア 水防活動費 

    効果的な水防活動を行うため土木防災情報システムの維持管理および機器更新、水防研修会を実施 

(4) 水害に強い地域づくり事業                                  35,956,217円 

ア どのような洪水からも命を守る「流域治水推進事業」    

イ 大規模氾濫に対する「防災・減災対策事業」 

 

２ 施策成果 

(1) 河川改修の推進 

   河道掘削、築堤、護岸などの改修工事や堤防強化工事を実施し、治水安全度の向上を図った。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

河川整備完了区間延長（km／年） 

 令５ 令６ 令７ 令８ 

目標 2.0 2.1 2.4 2.4 

実績 2.6 - - - 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

 

 

(2) 維持管理の推進 

ア みずべ・みらい再生事業（浚渫、草木伐開、維持補修） 

   土砂堆積や竹木の繁茂が著しい箇所の浚渫、樹木伐採および護岸補修の実施により、治水機能を維持することが 

できた。 

(3) 水防活動の推進 

ア 水防活動費 

   水防活動の基礎資料となる雨量・水位データを得るため観測局の機器更新等を行うことにより、安定的かつ正確 

なデータ収集が担保され、水防活動を的確に行うことに寄与した。 

   また、水防研修会等を通じて水防関係職員の水防に対する意識の高揚や指導者の育成が図られ、地域防災力が向 

上した。 

(4) 水害に強い地域づくり事業 

  「地先の安全度マップ」を基礎情報として、地区の特性に応じた避難計画や安全な住まい方のルールの検討などに 

対して支援を行い、「水害に強い地域づくり」の取組を進め、２地区について浸水警戒区域に指定した。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

浸水警戒区域の指定地区数（地区／年） 

 令５ 令６ 令７ 令８ 

目標 2 3 3 3 

実績 2 - - - 

 

３ 今後の課題 

(1) 河川改修の推進 

 令和６年３月に策定・公表した「滋賀県河川整備５か年プラン（第３期）」に基づき、着実な河川改修の推進を図

るため、計画的に事業に必要な用地を確保するとともに、天井川の切下げやＪＲ横過部の整備等、大規模かつ困難な

事業に対応していく必要がある。 

(2) 維持管理の推進 

 限られた予算の中で、巡視点検の結果や地域からの情報提供に基づく対応、さらには近年の豪雨の激甚化・頻発化 

への対応など、非常に多くの箇所で維持管理が必要となる。 

(3) 水防活動の推進 

 近年、頻発する集中豪雨に対して、関係機関・県民等へ迅速かつ安定的に情報提供を行う必要がある。 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 水害に強い地域づくり事業 

 浸水深が大きく、家屋の嵩上げ等の対応が困難、ダム建設や河川整備により浸水深が変化する可能性がある地域な

どで、関係者の理解を深めるための各種検討を行う必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 河川改修の推進 

① 令和６年度における対応 

  「滋賀県河川整備５か年プラン（第３期）」に基づき、河川改修事業の進捗を図る。 

② 次年度以降の対応 

  「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」や「緊急自然災害防止対策事業債」により治水予算の確 

保に努めるとともに、早期に用地取得を行い、計画的に事業を進めていく。 

(2) 維持管理の推進 

① 令和６年度における対応 

   緊急性の高い箇所を見極め、効果的・効率的に維持管理を実施するとともに、令和２年度に国が創設した「緊急

浚渫推進事業債」の制度延長要望を実施する。さらに、新技術である航空レーザー測量による３次元データの活用

など、より効率的に事業を実施していく。 

 ② 次年度以降の対応 

 引き続き予算の確保に努めるとともに、新技術である航空レーザー測量による３次元データの活用などにより、

緊急性の高い箇所を見極め、より効果的・効率的に維持管理を実施していく。 

(3) 水防活動の推進 

① 令和６年度における対応 

   引き続き土木防災情報システムの冗長化を行い、観測情報の迅速かつ安定的な配信を行う。 

② 次年度以降の対応 

   水防活動が十分行われるための防災情報を、安定的かつ確実に関係機関へ伝達するため、関係機関が連携強化を 

図る必要がある。 

(4) 水害に強い地域づくり事業 

① 令和６年度における対応 

    地域の意向に配慮しつつ、避難計画策定を先行して進めることやハード整備による浸水深の影響などの解析を行 

い、市町と連携しながら関係者に丁寧に説明し、早期の区域指定や避難計画策定に努め、水害に強い地域づくりを 

進める。 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

 

 

 

 

 

14 災害への備えある地域づくり 

 

 

予 算 額         544,000円 

 

決 算 額            544,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 次年度以降の対応 

 引き続き、地域の意向に配慮した各種検討を行い、住民ワーキングや説明会等を実施し、市町と連携しながら関

係者に丁寧に対応し、水害に強い地域づくりを進める。                    

（流域政策局） 

 

１ 事業実績 

(1) ハザードマップ活用支援事業                                  544,000円 

   浸水危険度表示標識等の設置に対する補助  対象市町：湖南市 

 

２ 施策成果 

(1) ハザードマップ活用支援事業 

   ハザードマップの周知や想定される浸水深を明示することにより、住民の主体的な避難行動の促進が図られ、地域

の防災力が向上した。 

 

３ 今後の課題 

(1) ハザードマップ活用支援事業 

   更なる地域の防災力の向上を図るため、市町に対して、今後も継続的な支援を行う必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) ハザードマップ活用支援事業 

① 令和６年度における対応 

    地域の防災力の向上を図るため、引き続き支援する。 

② 次年度以降の対応 

 市町が作成したハザードマップを活用できるようにするため、今後も支援を継続する。 

（流域政策局） 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

15 土砂災害対策の推進 

 

 

予 算 額    8,075,692,600円 

 

決 算 額    4,523,887,300円 

 

（翌年度繰越額  3,551,805,300円） 

 

 

 

１ 事業実績 

(1) 土砂災害防止設備の整備                                 4,433,751,300円 

ア 補助通常砂防事業                                   1,929,892,000円 

滝川 外44箇所 

イ 補助砂防総合流域防災事業                                809,123,000円 

ガニ川 外８箇所 

ウ 補助急傾斜地崩壊対策事業                                 485,401,000円 

寺師地区 外16箇所  

エ 補助急傾斜地総合流域防災事業                              273,223,000円 

比叡平地区 外12箇所 

オ 単独通常砂防事業・砂防維持補修                             688,577,300円 

金居原奥谷 外32箇所 

カ 市町急傾斜地崩壊対策事業                                247,535,000円 

大石小田原一丁目地区 外４箇所 

(2) 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定                       90,136,000円 

土砂災害防止法に基づく基礎調査 

 

２ 施策成果 

(1) 土砂災害防止設備の整備 

     砂防関係事業を推進することにより、土砂災害を防止するための砂防堰堤・擁壁等の砂防設備を整備し、県民の安

全な暮らしの確保に寄与した。 

 

令和８年度（2026年度）の目標とする指標 

土砂災害危険箇所整備箇所数（箇所／年） 

 令５ 令６ 令７ 令８ 

目標 8 11 12 7 

実績 8 - - - 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

 

 

(2) 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定 

 令和３年７月16日現在で土砂災害警戒区域6,833区域（うち土砂災害特別警戒区域4,995区域）を指定し、ホームペ 

ージ等で土砂災害のおそれのある区域の周知を行っている。また、区域指定を行うことにより、市町における警戒避 

難体制の整備や、危険箇所での住宅等の新規立地の抑制等が進んだ。 

 

３ 今後の課題 

(1) 土砂災害防止設備の整備 

 引き続き、重要交通網や避難場所、要配慮者利用施設を保全する箇所および緊急に対策が必要な箇所の整備を重点 

的に実施していく必要がある。 

(2) 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定 

 土砂災害警戒区域等に対する県民の認知度向上を図るとともに、土砂災害防止対策基本指針の変更に伴い、数値標 

高モデル等、より詳細な地形図データを用いた基礎調査を計画的に進め、区域指定を行う必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 土砂災害防止設備の整備 

① 令和６年度における対応 

 緊急性、重要性が高い箇所において、効果的・効率的に事業を実施していく。 

② 次年度以降の対応 

 引き続き、緊急性、重要性が高い箇所において、効果的・効率的に事業を実施していく。 

(2) 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定 

① 令和６年度における対応 

 数値標高モデル等、より詳細な地形図データを用いて抽出した箇所の基礎調査を計画的に進めていく。 

② 次年度以降の対応 

 引き続き、より詳細な地形図データを用いて抽出した箇所の基礎調査を計画的に進めていく。 

（流域政策局） 
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 Ⅳ 環   境 
 

未来につなげる 豊かな自然の恵み 

事   項   名 成     果     の     説     明 

 

１ 水辺の自然的環境・景観保全対策の

推進 

 

 

予 算 額    437,407,000円 

 

決 算 額   282,164,000円 

 
（翌年度繰越額  155,243,000円） 

 

１ 事業実績 

(1) 水辺の自然的環境・景観保全対策の推進                           282,164,000円 

ア みずべ・みらい再生事業（湖岸保全整備事業）                        24,927,000円 

新海浜 外１箇所  砂浜湖岸の侵食対策等 

イ 補助河川総合流域防災事業（河道整備）                          236,286,000円 

琵琶湖（マイアミ浜） 外３箇所  砂浜湖岸の侵食対策等 

ウ 補助河川総合流域防災事業（河川再生）                           20,951,000円 

琵琶湖（草津地区）  水草刈取（根こそぎ除去） 

 

２ 施策成果 

(1) 水辺の自然的環境・景観保全対策の推進 

 砂浜湖岸の侵食対策、南湖の水草刈取により、自然豊かな湖辺域の景観、生態系の保全・再生を行うことができた。 

 

３ 今後の課題 

(1) 水辺の自然的環境・景観保全対策の推進 

砂浜湖岸の侵食対策においては、河川整備計画に基づき侵食状況を把握し、施工箇所の検討を進める必要がある。 

 水草刈取においては、引き続き事業進捗を図るとともに、対策必要箇所への対応を検討する必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 水辺の自然的環境・景観保全対策の推進 

① 令和６年度における対応 

 自然豊かな湖辺域の景観、生態系の保全・再生に向け継続箇所の事業進捗を図る。 

② 次年度以降の対応 

 砂浜湖岸の侵食対策においては、河川整備計画に基づき侵食状況を把握し、施工箇所の検討、調査、工事を実施

する。 

 水草刈取においては、琵琶湖環境部と連携し、対策必要箇所を見極めながら対応を検討する。 

（流域政策局） 
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事   項   名 成     果     の     説     明 

 

２ 琵琶湖への面源からの流入負荷削減

対策 

 

 

予 算 額     132,080,000 円 

 

決 算 額      76,600,000 円 

 

（翌年度繰越額    55,480,000 円） 

 

 

 

１ 事業実績 

(1) 琵琶湖や内湖の水質浄化                                   76,600,000円 

ア 河川浄化対策の推進                                    76,600,000円 

(ア)  補助河川環境整備事業                                76,600,000円 

 琵琶湖（赤野井湾）    内湖拡幅工 

 琵琶湖（木浜内湖）    護岸工、植生工 

 

２ 施策成果 

(1) 琵琶湖や内湖の水質浄化 

ア 河川浄化対策の推進 

赤野井湾においては、流入負荷削減に寄与している。 

木浜内湖においては、底質改善に向け護岸工および植生工を行い、水質保全を推進した。 

 

３ 今後の課題 

(1) 琵琶湖や内湖の水質浄化 

赤野井湾においては、下水道の整備が進み、流入水質が改善されつつある河川もあり、モニタリング結果等で総合

的な検証を行い、対策手法や優先順位を慎重に判断しながら水質浄化事業を進める必要がある。 

木浜内湖においては、対策手法について漁協等関係機関と協議を行いながら水質浄化事業を進める必要がある。 

 

４ 今後の課題への対応 

(1) 琵琶湖や内湖の水質浄化 

① 令和６年度における対応 

 赤野井湾においては、流入負荷削減に向け法竜川河口の拡幅工事を実施し事業進捗を図る。 

 木浜内湖においては、底質改善に向け浚渫工を実施し、事業進捗を図る。 

② 次年度以降の対応 

 赤野井湾においては、法竜川河口の内湖拡幅工事を継続し、水質浄化事業を進める。 

 木浜内湖においては、対策手法を関係機関と協議しながら水質浄化事業を進める。 
（流域政策局） 
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